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研究成果の概要（和文）：　本研究のメインの素材である長沼ナイキ基地訴訟について、関係者からの聞き取り・関連
する資料収集・整理（一部は電子ファイル化）、長沼訴訟に関連する恵庭事件を素材に作成した授業プログラムの改訂
・意味づけ、これらをもとにした長沼訴訟を素材にした授業プログラム（試案）の作成・実践・検証を行った。
　これらにより、憲法教育においては、憲法の理念や判決はもとより、憲法が議論された裁判にかかわる事実（歴史的
背景・地理的背景、およびそれが将来の社会にもたらした影響など）が重要な素材となること、その事実を教育内容と
して再構成する際にはカテゴリー分けが重要となることの一端を明らかにした。

研究成果の概要（英文）： Concerning Naganuma Nike-missile Base Lawsuit of the main material of this resear
ch, hearing from people in related fields, collected and sorted data(some parts of them were electric-file
d) related to it, and its revision and meaning of a class program which was made from material in Eniwa Ev
ent related to Naganuma Lawsuit, based on these items, I draw up, practiced, reviewed it (tentative plan) 
from a material of Naganuma Lawsuit.
 As above mentioned, in Constitutional Education, I partly made it clear that not only constitutional phil
osophy and judgment but also the facts (historical background and geographic background, influence that wi
ll be brought from these things to the coming society in the future and so forth) involved in judgment arg
ued in the constitution are very important materials and it is also significant to categorize them when th
e facts are recomposed as content of education.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
初等・中等教育の憲法教育（以下「憲法教

育」と略）においては多くの議論や教育実践
の蓄積がみられるが、授業の構成原理の解
明・確立には至っていない。たとえば憲法問
題（判例）の活用は決して珍しくはないが、
その多くは憲法学の解釈論からの中途半端
な借り物と見受けられるものが多い。 
教育学の視点からは、たとえば今橋盛勝の、

「憲法の内容と存在意義を認識」するために
は、憲法を子どもの「生活現実のなかに」ど
のように「くぐりぬけさせる」かが「憲法教
育の実践のカギになるだろう」（今橋盛勝
「『憲法教育』と憲法感覚・知識」『教育』№
371 国土社 1979 年 5 月号 所収）との指摘は
今もって有効だが、その具体的展開は必ずし
もいまだ明らかではない。 
憲法学の観点からは、憲法条文生成の歴史

的プロセスの必要性の指摘（播磨信義「憲法
条文中心主義的教育方法への疑問」（『生活
教育』474 号 40 巻 5 号 1988 年 5 月号）も
あり、高等教育における「憲法学」や「日本
国憲法」向けのテキストは作られているもの
の、初等中等教育にそのまま導入するには
少々無理がある。 
総じて、憲法教育の構成原理は明らかにさ

れていない、と言える。 
 
 
２．研究の目的 
報告者は、憲法教育においては、憲法学の

成果はもとより、憲法（およびその条文）制
定や憲法問題にいたった歴史的社会的背景、
それらと関連して人々の｢生活｣上の問題と
の密接なかかわり、これらを有機的に導入し
かつ再構成する必要性があると考えている。 
すなわち憲法問題は｢科学｣(憲法学・学問)

と｢生活｣の結節点にあり、その用い方自体に、
憲法教育の構成原理の構築ないしは憲法教
育の再構成の鍵があると考える。この鍵のあ
りようを明らかにすることが本研究の大き
な目的である。 
当面、この「科学」（憲法学・学問）と「生

活」が具体的に指す内容を明らかにすること
が必要であると考える。 
 
 
３．研究の方法 
特に中等教育での平和的生存権の内容・構

成に焦点を定め、研究を進めることにした。 
本研究では、憲法問題を素材にその歴史

的・社会的背景、それらと関連した生活上の
問題、および憲法学での議論を有機的に用い
た憲法教育を構想し、すぐれた授業実践に学
びながら、構想の具体化の一例として授業プ
ログラムを作成・実践・検証し、これらを通
して憲法教育（主に平和的生存権に焦点をあ
て）の構成原理の構築・確立を目指す。 
 そのために、以下の作業にかかった。 
 

（1） 資料収集・現地調査・聞取り 
憲法問題の素材として、長沼ナイキ基地訴

訟に関連する資料を中心に収集した。 
長沼ナイキ基地訴訟にとりかかるにあた

っては膨大な資料が想定される。通常、教科
書等では判決文等が主たる素材とされてい
るが、本研究はそこにとどまらない。最高裁
まで訴訟が進められ、その間の取り組みや議
論は大量である。それらのどこに焦点をあて
るか、訴訟を取り巻く何を素材とするか、が
検討事項となる。（後述の（4）参照） 
あわせて、訴訟にかかわった人からの聞取

りや、現地調査も行う。 
 
（2） 憲法教育の教育内容構成原理の解明
に向けて―主に恵庭事件の授業プログラム
を対象に 
① 恵庭事件の授業プログラムの本研究に
おける位置づけ 
本研究の主たる憲法問題の素材は長沼ナ

イキ基地訴訟であるが、この訴訟ないしは運
動に影響を与えているとしばしば指摘され
るのが「恵庭事件」である。 
報告者は、本研究期間スタート前から恵庭

事件を素材にした授業プログラムの作成・実
践・改訂を重ねてきているが、本研究期間に
入ってから、その構成原理を明らかにしなが
らさらなる改訂作業も進め、実践・検証を経
てその原理を解明し、長沼の授業プログラム
にも反映させることを目指した。 
② いくつかの授業実践から 
 法教育や平和教育の授業実践報告につい
て、研究会出席の機会を通して得ることにし
た。 
 
（3） 授業プログラムの作成・実践・検証 
 （1）（2）の作業の蓄積をもとに、長沼ナ
イキ基地訴訟の授業プログラムを作成し、実
践・検証する。本研究では、試案の形で実践
を行い、今後の方向性を探った。 
 
（4） 教育内容に必要と考える素材のカテ
ゴライズ 
 （1）～（3）の作業を通して、長沼ナイキ
基地訴訟を素材にした授業プログラムに含
まれる教育内容に必要ないしは有効と考え
られる素材をカテゴライズし、それをもとに
教育内容構成原理の土台作りを目指した。 
 
 
４．研究成果 
（1） 資料収集等 
① 長沼ナイキ基地訴訟に直接関連するも
のについては、訴訟資料集の購入、および図
書館等での複写・撮影によった。 
原告団関連としては、長沼ミサイル基地設

置反対共闘会議、教員 野崎さんを守る会、
北大平和委員会・北大水産学部平和委員会、
基地設置の促進協力会、自衛隊、長沼町、北
海道平和委員会、日本平和委員会などが作成



したものである。 
被告関連資料として、自衛隊が発行する航

空自衛隊基地関連資料も集めた。 
② 長沼町の現地調査を複数回にわたり行
い、訴訟関係者（原告・原告支援者・元裁判
長等）の聞取りを複数の場所（長沼町、富山
市、札幌市等）で行った。特に関係者の聞取
りは映像として録画したので、授業プログラ
ムで有効活用が期待される。 
③ 生活（特に子どもの）と憲法問題とをつ
なぐ手立ての一つとして、戦後直後の新教育
関連の文献の購入および図書館等での複写
による収集および現地調査を行った。特に西
多摩小学校に焦点をあて、現地調査および戦
前からの歩みについて現地図書館等で資料
収集（福生市立中央図書館・羽村郷土博物館
にて）を行った。 
現地長沼町の農協関係資料や、長沼高校が

発行する記念誌等、および長沼町が発行する
社会科用副読本なども収集した。 
 
（2） 恵庭事件の授業プログラムの構成原
理の解明・整理―さらなる改訂・実践・検証
を経て 
① 実践の概要 
以前から中学生・大学生を対象に取り組ん

でいる４時間構成の「恵庭事件」の授業プロ
グラムの作成・実践・改訂を、本研究期間に
さらに改訂・実践し、最新版を３時間構成と
した。 
今回は高校生を対象に京都府内の高校教

師に協力を得て、2011 年 1月に授業を実施し
ていただいた。 
② 授業プログラムの概要 
「事件」前の自然の恵みを存分に得ながら

過ごしてきた牧場経営の様子を示し、一転、
近隣の演習場による騒音・水質汚濁被害の発
生及び対応策を設問を通して考えさせる。 
２時間目はこれら被害への一連の対応策

の一つである通信線切断により自衛隊法第
121 条違反として起訴されたこと示し、その
公判全 40回を 30分程度におさめたシナリオ
で再現し、判決を考えさせる。 
３時間目で実際の判決を示し、その後この

裁判を取り巻く人々・組織の思いやその後の
変化を見せ、被告とされた野崎牧場の人々が
よりどころとした憲法条文を考えさせ、最後
に野崎牧場とその周辺の人々の今を示す。 
全体として、判決や起訴事実のみならず、

牧場や自衛隊演習場の成り立ちや被害の発
生そして被害への対策そして公判および判
決後の諸段階を、地理的・歴史的・社会的背
景を示しながら設問を通して考えさせる、と
いう構成になっている。 
③ 実践・検証 
 以前に実践した中学生、大学生対象のと同
様に、高校生にとっても、基本的人権と密接
に関連させながら平和主義の意義が一定程
度伝わる成果が得られたと考えられる。 
 

④ いくつかの実践等から得たこと 
平和に関する憲法条文を考える際には、戦

時中におきた人権を侵害する事実との関連
で教えるときにその意義がより明確になる
こと、憲法問題の当事者の言葉がより重みを
もつことなどを、授業実践報告（特に平和教
育関係から）や戦時中の事実を示す展示など
から得ることができた。 
また法教育の実践報告等からは、法の条文

適用のみならず法の本質を見据えて教育を
行う必要性を痛感することができた。 
 この(2)に関しては、前田[雑誌論文]①お
よび前田[図書]①、前田［学会発表］②～④
でその一端を示した。 
 
（3）長沼ナイキ基地訴訟を素材にした授業
プログラムの試行実践から 
恵庭事件の授業プログラム作成等から得

た成果（前述（2））をもとに、長沼に関連し
て収集した資料（前述（1））を地理的・歴史
的・社会的背景としての観点から検討を開始
した。さらにこの作業をもとに、試験的に解
説資料を作成し、社会人を対象にした集会で
試行実践を行い、その際にとったアンケート
結果から今後の方向性・可能性をさぐった。 
以下、その実践の概要等を述べる。 

① 実践の場 
「長沼判決 40 周年記念集会」（2013 年 9月

7日）のプログラムの一部で行われた。 
「いまこそ長沼を知ろう」（以下、「本実践」

と略）と題した本実践は、集会の導入部分と
して、230 余名の参加者を前に、報告者が実
践者となり、長沼裁判闘争の概要を示し、そ
のあとにつづく内藤功氏による講演「改憲策
動と長沼のたたかい－戦争のできる態勢を
持つのか、軍事力によらず平和的手段による
安定を図るのか－」とシンポジウム「平和に
生きる権利と私たちのたたかい」（内藤功弁
護士、川口創、吉野宣和、板谷良彦）につな
げる役目を担った。 
② 対象・内容・ねらい 
本実践では、裁判の中核となる憲法論議等

は講演やシンポジウムで重点的に話される
ことになっていたので、そこは端的に示すこ
とで代えることにした。前半部分では特に訴
訟発生までの地理的・歴史的背景を中心に、
後半部分は一審判決の意義・継承・発展の事
実の一端を示した。 
対象は、会の性質上、長沼訴訟の原告側に

立つ市民や研究者・弁護士・報道関係者が主
となりつつも、憲法（裁判）に関心をもつ若
者や初学者も対象に据えた。 
生活と密接に結びついた問題としての基

地問題に再度目を向け、これからの考え方・
活動の仕方を思考する一助となることを目
指した。 
③ 実践の概要 
資料はパワーポイントで作成し、プロジェ

クターで大画面に映し出しながら報告者が
解説する形で進めた。シートは計 70 枚、所



要時間 20 分、３つの設問を設定し、回答は
時間の許す範囲で挙手などにより確認した。 
次の流れで構成されている。 
まず、長沼の地理的・歴史的特徴を述べた。

特に、農地を水害から守る役割をもっていた
「馬追山」や、長沼町を囲む「旧夕張川」「千
歳川」の氾濫の歴史（＝水害の歴史）や水害
との闘い、および氾濫パターンを提示し、そ
の克服のために「新夕張川」および排水機場
が設置されたことを示した。 
これらにより、やっと川の氾濫を克服でき

そうな状況まできたときに、航空ミサイル基
地設置のため馬追山の森林（＝水源涵養保安
林）を伐採する計画が浮上したこと、その土
地の軍事基地としての位置づけは、北海道大
演習場、米軍千歳通信基地と深い関係があっ
たこと、森林伐採により新たな水害の恐れが
浮上したことを述べた。 
そこで、長沼町民による保安林指定解除の

取り消し請求(本訴)・指定解除処分の執行停
止申請がなされた。これがいわゆる長沼ナイ
キ基地訴訟である。 
執行停止申請は地裁で認められるものの

高裁、最高裁で認められず伐採が開始された。
取り消し請求訴訟（公判）はいわゆる長沼ナ
イキ基地訴訟の本訴であるが、司法権の独立
の問題があからさまになった平賀書簡問題
や、代替施設（富士戸一号ダム）が建設され
はじめたこと、森林伐採と基地が建設され、
代替施設設置後に新たなタイプの水害が発
生したことを示した。 
原告団の裁判闘争の方法は、恵庭事件のそ

れから多くの継承がみられ、徹底的な弁論・
理論、支援者による傍聴券確保・学習、公判
記録作成、援農などで構成されていた。 
裁判の判決は、一審では住民の平和的生存

権が認められ自衛隊は憲法違反との結果を
得たものの、高裁、最高裁とこの判決は生き
なかった。 
しかし、その後、長沼一審判決はさまざま

な継承がなされ、その記録等が多くの書籍に
なったこと、判決の記念日などには馬追山登
山（基地調査）が今でもなされていること、
各種の記念集会が繰り広げられていること、
長沼平和米と呼ばれる米の栽培・販売が継続
されていること、などを示した。 
さらに判決は、自衛隊イラク派遣差し止め

訴訟の一部に引き継がれ、現在なお、その意
義は大きいことを示して締めくくった。 
④ 実践の成果 
実施後にアンケートを実施した。回答率は

必ずしも高くはなかったが、３０～４０代の
直接かかわらなかった人から「よくわかっ
た」との感想を得た一方、裁判闘争に加わっ
た一定年齢以上の人からも、裁判の背景がよ
くわかった、今までよく知らなかったことが
あり勉強になった、等の言葉を得た。 
このこと自体、成果の一つだが、加えて、

裁判闘争に精通してきた人も、必ずしも地理
的・歴史的事情を知らずに活動した人もいる

ことは、特に大きな収穫だった。 
 （3）については、前田［学会発表］①②
でその一端を報告している。 
 
（4）教育内容に必要と考える素材のカテゴ
ライズについて 
 (1)～（3）を通じて、長沼ナイキ基地訴訟
を通して憲法のあり方を考えるために、次の
諸事実が必要であると考えた。(3)の③と重
なる部分もあるが、以下に列挙する。 
① 地理的・歴史的背景 
 長沼が低地帯を開拓して農地にされたこ
と、馬追山が水がめの役割を果たしていたこ
と、町が川の氾濫との闘い・克服の歴史をも
つなかで、あらたな水害被害を引き起こす可
能性がある基地設置は、この町の存続の根幹
をゆるがすものとなった。 
② 社会的背景（裁判中） 
 恵庭事件の裁判闘争・公判・判決を経て、
原告となった長沼町民および被告となった
国・自衛隊もどちらも方策のいわゆる改善が
みられた。原告団はいっそう裁判闘争の手法
を磨き活動した。国・自衛隊も補助金の大量
支出や代替施設の計画・設置した。両者とも
にその間には多くの攻防がみられた。 
③ 裁判に関連して 
 長沼町民による保安林指定解除の取り消
し請求(本訴)・指定解除処分の執行停止申請
の経緯は重要な事実である。 
「指定解除の取り消し請求」については、

積極的な自衛隊の実態審議（24 名の証人尋
問）を経て、一審（札幌地裁 1973.9.7）で
は基地周辺住民の「平和的生存権」を理由に
訴えの利益を認め、自衛隊違憲判断、保安林
指定解除処分を取り消した。だが、控訴審（札
幌高裁 1976.8.5）は統治行為論により一審
判決を破棄、上告審（最高裁 1982.9.9）は
憲法判断せず、原告に訴えの利益なし、上告
棄却 となった。 
 しかしながら、公判中の自衛隊が憲法違反
か否かの裁判長による釈明要求のもとの
数々の証言や、平賀書簡などによる司法権の
独立をおびやかす事件などは、この裁判の政
治的重要性を示唆する。 
④ 社会的背景（変遷）―基地設置後の長沼

町の変容 
 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す
る法律」（略して基地周辺整備法）に基づく
国からの補助とその影響は丁寧に扱いたい
事実である。上述②と関連するが、裁判（な
いしは基地設置）が始まる当初から障害補助
と民生安定事業の二種類が支出され、代替措
置としてのダムの設置や道路の改良舗装、学
校やコミュニティ・センター等の数多くの設
置等がなされた。 
近年に至っては、ダムや道路についてその

維持・管理のために町の財政が圧迫されてお
り、真の補助となり得ているかどうか、検証
すべき問題となっている。 
また、裁判と直接関係あるものとして、馬



追山森林伐採と富士戸一号ダム設置により
「基地水害」が発生していることは公判でも
取り上げられているが、本来の「代替施設」
になりえているかどうかを考える素材とな
ろう。 
⑤ 判決の継承―地域から全道・全国へ 
長沼ナイキ基地訴訟は、長沼町の農民が主

に起こした行政訴訟であり、主たる場は農業
を営み生活する場である長沼町である。しか
し、それは長沼町に閉じられたものではなく
（公判での原告適格性の問題はあるが）、千
歳演習場・島松演習場を包括する北海道大演
習場、北海道全域、そして日本全国の基地闘
争に発展する契機となった。事実、長沼にナ
イキ基地をつくるという観点は、千歳などの
米軍基地を守るためのものだ、とか、北海道
大演習場に関連するものともなっている。 
そしていわゆる恵庭事件の裁判闘争を取

り巻く多くの事柄―傍聴券獲得のための前
夜からの座り込み・学習会・公判記録作成、
援農、弁論・理論・世論の三論一体体制、等
―を継承しての起訴であり、運動であった。 
原告団を支援する団体のうち北海道平和

委員会は、「憲法を武器にいのちと暮らしを
守る」というスローガンのもと、「労働者と
農民の団結」、そして専門家集団を取り込ん
だ運動に発展している。 
⑥ 長沼ナイキ基地訴訟の今日的意義  
長沼の裁判闘争の意義等を、後世に伝え・

引き継ぐ活動が連綿と続いている。原告を支
援したいくつかの団体による各種集会の開
催、年ごとの記念集会、長沼農民・議員・関
係者による「長沼平和米」の田植え・販売、
憲法記念日の馬追山登山、９月の長沼平和ツ
アー、などコンスタントに行われてきている。 
自衛隊違憲判決はその後、近年の名古屋高

裁や岡山地裁の自衛隊イラク派兵差し止め
訴訟における違憲判決に継承される。特に、
名古屋で弁護団については、恵庭事件で自衛
隊の違憲性を追求する担当となった内藤功
弁護士に要請しその闘い方が伝授され、それ
が弁護団にとって大いに支えとなっている。 
 （4）については、その一端を前田［学会
発表］①で示そうとしたが、必ずしもまだ整
理がついていない状態である。 
 
（5） 今後継続して取り組んでいく事柄 
長沼ナイキ基地訴訟については資料等が

膨大ゆえ、授業プログラム化にむけていくつ
かの作業が残されている。このことも含め、
今後、主に以下の作業を継続していきたい。 
①  まずは前述した（3）の実践について、
その一部は学会で発表した（[学会発表]①②
参照）が、それをもとに実践報告を活字化し
たい。 
② （4）で授業プログラムに必要と考える
諸事実をひとまず列挙したが、それらをどの
ように教材として取り入れ組み立てていく
のか、その考察の一端として、近年中に中学
生ないしは高校生を対象に長沼ナイキ基地

訴訟を素材にした授業プログラムを作成・実
践したい。 
恵庭事件の授業プログラムは作成当初４

時間構成であったが、この時間をカリキュラ
ム上確保するのは近年は難しい。ゆえに、実
施していただける学校の状況に応じて、1 時
間のプレゼン中心のものと、３～４時間程度
の模擬裁判も含めたものとの二種類を作成
するのが有効だと考えている。 
③ これらをもとに、憲法教育の教育内容構
成原理の解明・確立を目指していきたい。 
 その鍵を握る 1つの手がかりとして、憲法
問題の主体は憲法条文ではなく、人間そのも
のであるという視点を大切にしたい。その主
体である人間を、仮に「自然存在」、「共同体
で生産し、活動する」存在、「歴史的・社会
的存在として自己を形成する」存在（須田勝
彦「人間の本質規定－教育学の出発点を探る
ためのメモ」北海道大学教育学部教育方法学
研究室『教授学の探究』2004 所収）とするな
らば、憲法問題がもつこれらに関連する具体
的事実・場などが有効な素材になると考えて
いる。 
この点については前田[学会発表]①でい

くつか述べたが、これから整理していく重要
な視点である。憲法問題の素材をどのように
構成していけばいいのか、この観点を手がか
りとしながらその原理の解明・確立に向けて
いきたい。 
 これがすなわち「科学」と「生活」の結節
点の中身を明らかにする鍵の一つと考えて
いる。 
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